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第
4
章

佐
藤
栄
作
内
閣
期
の
昭
和
天
皇
「
皇
室
外
交
」 

─
一
九
七
一
年
訪
欧
の
政
策
決
定
過
程
を
中
心
に

舟
橋
　
正
真

は
じ
め
に

　

一
九
七
一
年
昭
和
天
皇
の
「
ご
訪
欧
」
と
い
わ
れ
る
天
皇
初
の
外
遊
は
、
ア
ン
カ
レ
ジ
経
由
で
デ
ン
マ
ー
ク
（
非
公
式
）、
ベ
ル

ギ
ー
（
公
式
）、
フ
ラ
ン
ス
（
休
養
）、
イ
ギ
リ
ス
（
公
式
）、
オ
ラ
ン
ダ
（
非
公
式
）、
ス
イ
ス
（
休
養
）、
西
ド
イ
ツ
（
公
式
）
へ
の
国
際

親
善
訪
問
で
あ
っ
た
。
こ
の
訪
欧
は
、
佐
藤
栄
作
内
閣
や
宮
内
庁
の
演
出
も
あ
り
、
第
一
に
昭
和
天
皇
に
と
っ
て
皇
太
子
時
代
か
ら
五

〇
年
目
の
旅
、
第
二
に
昭
和
天
皇
・
皇
后
初
の
海
外
旅
行
と
い
う
感
傷
ム
ー
ド
を
全
面
的
に
押
し
出
す
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
そ
う
し
た
日
本
政
府
の
演
出
が
必
ず
し
も
す
べ
て
の
訪
問
先
で
通
じ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
昭
和
天
皇
は
、
各
国
で
激
し

い
抗
議
を
受
け
、
メ
デ
ィ
ア
も
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
児
玉
隆
也
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
軍
事
的
侵
略
か
ら
経
済
的
侵
略
の
象
徴
に
変
貌

し
た
に
す
ぎ
な
い
ヒ
ロ
ヒ
ト
の
残
像
を
描
い
た）

1
（

」。

　

こ
れ
ま
で
先
行
研
究
で
は
、
こ
う
し
た
天
皇
訪
欧
の
様
相
が
検
討
さ
れ
て
き
た
が
、
未
だ
空
白
も
多
い）

2
（

。
天
皇
訪
欧
が
、
政
府
の
一

部
で
極
秘
に
計
画
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
る
が
、
政
府
内
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
プ
ロ

セ
ス
で
決
定
し
て
い
く
の
か
、
は
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
水
面
下
の
訪
問
国
と
の
折
衝
が
ど
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
、
い
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か
な
る
問
題
が
生
じ
て
い
た
の
か
、
に
つ
い
て
も
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

次
に
天
皇
訪
欧
と
政
治
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
佐
道
明
広
が
、
天
皇
訪
欧
が
佐
藤
の
善
意
か
ら
発
想
さ
れ
た
こ
と
を
重
視
し
、
政
治

利
用
の
側
面
は
極
め
て
少
な
い
と
分
析
し
た）

3
（

。
こ
れ
に
対
し
、
高
橋
紘
は
、
宮
内
庁
が
「
答
礼
訪
問
」
と
い
う
天
皇
訪
欧
の
大
義
名

分
を
つ
け
、
そ
う
す
る
こ
と
で
佐
藤
内
閣
に
政
治
利
用
さ
れ
な
い
状
況
を
つ
く
っ
た
と
い
う
裏
話
を
紹
介
し
た）

4
（

。
一
方
、
五
十
嵐
暁
郎

は
、
高
度
経
済
成
長
に
よ
る
開
発
志
向
が
伝
統
主
義
や
保
守
主
義
に
対
し
て
優
先
さ
れ
、
結
果
と
し
て
天
皇
や
皇
室
へ
の
関
心
が
低
下

し
た
状
況
を
天
皇
訪
欧
で
歯
止
め
を
か
け
、
さ
ら
に
内
政
面
・
外
交
面
で
行
き
づ
ま
る
保
守
政
権
が
人
気
を
回
復
さ
せ
る
手
段
と
し
て

天
皇
訪
欧
を
利
用
し
た
と
大
胆
な
分
析
を
加
え
た
が）

5
（

、
対
内
的
な
利
害
の
た
め
に
天
皇
訪
欧
が
あ
っ
た
か
否
か
は
、
推
測
の
域
を
出
て

お
ら
ず
疑
問
が
残
る
。

　

当
時
、
昭
和
天
皇
と
佐
藤
の
関
係
は
、
内
奏
と
御
下
問
の
継
続
を
通
じ
て
「
君
臣
情
義
」
の
よ
う
な
意
識
が
形
成
さ
れ
、
昭
和
天
皇

は
「
保
革
対
立
に
揺
れ
る
保
守
政
権
を
励
ま
し
」、「
保
守
政
治
の
精
神
的
核
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た）

6
（

」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
う

し
た
関
係
に
あ
っ
た
佐
藤
が
天
皇
訪
欧
を
政
治
利
用
し
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
に
く
く
、
こ
の
説
を
踏
ま
え
て
再
検
討
す
る
必
要
が
あ

る
。

　

そ
こ
で
、
本
章
で
は
、
天
皇
訪
欧
を
め
ぐ
る
政
治
力
学
を
検
討
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
解
明
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ
の

際
、
キ
ー
と
な
る
天
皇
外
遊
の
政
治
的
、
あ
る
い
は
政
治
利
用
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
天
皇
外
遊
が
憲
法
上
の
国
事
行
為
に
該
当

し
な
い
公
的
行
為
と
解
釈
さ
れ
る
政
治
色
の
強
い
行
為
で
あ
る
こ
と
を
重
視
し
、
こ
の
広
義
の
政
治
性
を
帯
び
る
天
皇
外
遊
が
、
ど
の

よ
う
な
決
定
の
も
と
実
現
し
て
い
く
の
か
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
昭
和
天
皇
と
佐
藤
の
関
係
に
加
え
て
、
訪
欧
に
関
わ
っ
た
首

相
官
邸
、
外
務
省
、
宮
内
庁
の
関
係
を
も
と
に
、
前
史
と
し
て
天
皇
外
遊
が
模
索
さ
れ
る
時
代
（
一
九
六
〇
年
代
）
を
概
観
し
、
天
皇

訪
欧
の
極
秘
計
画
、
訪
問
国
と
の
折
衝
の
一
過
程
、
そ
し
て
天
皇
訪
欧
の
実
相
を
解
明
し
つ
つ
、
日
本
政
府
に
お
け
る
天
皇
訪
欧
の
位

置
づ
け
を
分
析
す
る
。

　

以
上
は
、
一
九
七
一
年
の
天
皇
訪
欧
と
い
う
天
皇
の
い
ち
外
遊
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
訪
欧
が
次
の
外
遊
と
な
る
一
九
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113 第 4章　佐藤栄作内閣期の昭和天皇「皇室外交」

七
五
年
の
訪
米
に
ど
う
つ
な
が
っ
て
い
く
の
か
、
さ
ら
に
象
徴
天
皇
制
下
の
天
皇
外
遊
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
の
か
、
そ
の
歴

史
的
意
義
の
解
明
を
試
み
る
。

　

な
お
、
本
章
で
は
、
刊
行
史
料
や
新
聞
・
雑
誌
だ
け
で
な
く
、
外
務
省
外
交
史
料
館
蔵
の
外
交
記
録
、
さ
ら
に
筆
者
が
「
行
政
機
関

の
保
有
す
る
情
報
の
公
開
に
関
す
る
法
律
」（
情
報
公
開
法
）
に
基
づ
き
、
外
務
大
臣
お
よ
び
宮
内
庁
長
官
に
開
示
請
求
し
、
開
示
決
定

を
受
け
た
行
政
文
書
な
ど
を
活
用
す
る
。

一
　
一
九
六
〇
年
代
に
お
け
る
昭
和
天
皇
外
遊
の
模
索

　

戦
後
、
昭
和
天
皇
が
外
遊
で
き
な
い
状
況
下
、
一
九
五
三
年
に
明
仁
皇
太
子
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
の
戴
冠
式
出
席
の
た
め
訪
英

し
、
同
時
に
欧
米
各
国
を
外
遊
し
、「
新
生
日
本
」
を
象
徴
す
る
役
割
を
果
た
し
た）

7
（

。
こ
の
外
遊
に
際
し
て
は
、
法
的
根
拠
を
め
ぐ
っ

て
政
府
・
宮
内
庁
は
、「
公
事
」
と
い
う
概
念
を
採
用
し
、
以
後
、
そ
れ
が
国
事
行
為
と
私
的
行
為
の
中
間
的
な
公
的
行
為
の
原
型
と

な
っ
た）

8
（

。

　

一
九
六
〇
年
、
皇
太
子
の
「
皇
室
外
交
」
は
訪
米
を
機
に
本
格
化
し
て
い
く
。
皇
太
子
夫
妻
訪
米
は
、
岸
信
介
内
閣
で
計
画
さ
れ
、

続
く
池
田
勇
人
内
閣
に
お
い
て
同
年
九
月
二
二
日
か
ら
一
〇
月
七
日
に
か
け
て
、
日
米
修
好
百
年
と
の
大
義
名
分
で
実
施
さ
れ
た）

9
（

。

　

こ
の
訪
米
後
、
皇
太
子
夫
妻
は
、
天
皇
の
名
代
と
し
て
イ
ラ
ン
、
エ
チ
オ
ピ
ア
、
イ
ン
ド
、
ネ
パ
ー
ル
へ
の
外
遊
を
継
続
し
た
。
当

時
は
、
天
皇
が
外
遊
で
き
る
法
律
が
な
く
、
名
代
と
し
て
外
遊
す
る
皇
太
子
は
、
天
皇
外
遊
と
同
等
の
重
み
を
も
っ
て
相
手
国
に
受
け

止
め
ら
れ
て
い
た）

10
（

。

　

同
年
末
、
宮
内
庁
の
入
江
相
政
侍
従
（
当
時
）
は
、「
東
宮
様
も
方
々
へ
お
い
で
に
な
り
一
生
懸
命
や
つ
て
い
ら
つ
し
や
る
。
お
上

の
御
風
格
も
世
界
の
人
に
見
せ
て
や
り
た
い
が
、
早
く
し
な
い
と
段
々
お
年
を
召
し
て
し
ま
ふ）

11
（

」
と
日
記
に
記
し
た
。
皇
太
子
外
遊
が

成
果
を
収
め
る
な
か
、
昭
和
天
皇
の
年
齢
を
鑑
み
、
そ
ろ
そ
ろ
天
皇
に
外
遊
を
、
と
い
う
思
い
が
側
近
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
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